
札幌市及びその近郊の中学校及び高等学校を対象として、札幌地方裁判所の裁判官の講師派遣（原則として、土日

祝日を除く平日の１時間程度）を行っています。裁判所の仕組みや裁判手続について学んだり、現役の裁判官に直接質

問することができます。 「総合的な学習の時間」、 「公民の授業」 などの一環としてぜひご活用ください。

オンライン

対応可

裁判員制度や刑事裁判の仕組みについて、わかりやすく

解説し、学生の皆さんが裁判員に選ばれたときにも前向

きに参加していただけるよう、不安を解消するお手伝いをします。

交通事故、契約上のトラブルetc・・・

オンラインの場合は、授業の一部（例えば、１時限のうちの30分

程度）を講義することもできます。

講義の内容や時間について、ご希望が

ありましたら、ご相談ください。

お申込み・お問合せ先

札幌地方裁判所事務局総務課広報係

☎ ０１１ - ３５０ - ４８０３
（受付時間 午前8時30分～午後5時まで（土日祝日を除く）） （二次元コード）

（刑事裁判について）

費用無料
※通信費を除く。

お知らせページURL：
https://www.courts.go.jp/sapporo/about/
koho/koushihaken/index.html

裁判員制度

民事裁判の基本

申込の際の注意事項は、

右下記載のウェブサイト

をご覧ください。

実は学生の皆さんにも起こりうる

身近なトラブルを解決する民事

裁判について解説します。

外からはわかりにくい裁判所や裁判官の

仕事をご紹介します。

裁判官の仕事

「キャリア教育」 の時間などにもご活用いただけます。

裁判官って

どんな人？

刑事裁判はドラマやニュースでよく見るけど、

民事裁判ってなに？

１８歳以上の高校生でも裁判員に

選ばれるかもしれない！！

どんな仕事を

しているの？！

さいたん

さいニャン

裁判官


